
16平成 31 年１月

お
知
ら
せ

住民課から

本人通知制度を
ご利用ください

◎
登
録
で
き
る
人

　

大
山
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
、

も
し
く
は
大
山
町
に
本
籍
が
あ
る
方
（
住

民
票
の
除
票
ま
た
は
除
籍
の
あ
る
方
も
対

象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

◎
登
録
方
法

　

専
用
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

次
の
必
要
書
類
と
共
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■
登
録
者
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
）

■
代
理
人
が
登
録
す
る
場
合
は
、
登
録
者

本
人
の
自
署
し
た
委
任
状
及
び
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類

＊
同
じ
世
帯
の
方
ま
た
は
同
じ
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、
事
前

登
録
さ
れ
た
方
以
外
は
通
知
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

＊
窓
口
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
段
の

事
情
が
あ
る
場
合
、
郵
送
で
も
受
付
で

き
ま
す
。

◎
登
録
期
間

　

登
録
し
た
日
か
ら
３
年
間
で
す
。
引
き

続
き
登
録
を
希
望
す
る
場
合
は
、
更
新
の

申
請
が
必
要
で
す
。

◎
対
象
と
な
る
証
明
書

■
住
民
票
の
写
し
（
本
籍
及
び
筆
頭
者
の

記
載
の
あ
る
も
の
）

■
戸
籍
の
附
票
の
写
し

■
戸
籍
の
全
部
（
謄
本
）
又
は
一
部
（
抄
本
）

事
項
証
明
書

■
戸
籍
の
記
載
事
項
証
明
書

　
（
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
・
除
籍
等

を
含
み
ま
す
）

◎
通
知
内
容

　

交
付
年
月
日
、
交
付
し
た
証
明
書
の
種

類
、
通
数
、
請
求
者
の
種
別
（
代
理
人
、

第
三
者
等
）

（
注
）
第
三
者
等
の
氏
名
・
住
所
等
の
個
人

情
報
は
通
知
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
大
山
町

個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、

本
人
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
大
山
町
個
人
情
報

保
護
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
通
知
の
対
象
除
外
に
つ
い
て

　

次
の
場
合
は
、
通
知
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

■
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
等
の
機
関
か

ら
の
請
求

■
本
籍
及
び
筆
頭
者
の
記
載
を
省
略
し
た

住
民
票
の
写
し

■
弁
護
士
や
司
法
書
士
等
の
特
定
事
務
受

任
者
が
、
裁
判
・
訴
訟
手
続
き
や
紛
争

処
理
手
続
き
等
に
つ
い
て
の
代
理
業
務

に
使
用
す
る
た
め
の
請
求

◎
登
録
の
変
更
に
つ
い
て

　

登
録
者
の
氏
名
・
住
所
等
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
変
更
の

届
出
が
な
い
場
合
は
、
登
録
が
廃
止
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◎
登
録
の
更
新
通
知
に
つ
い
て

　

事
前
登
録
を
し
た
日
か
ら
３
年
間
が
経

過
し
登
録
期
間
が
満
了
と
な
る
方
へ
、
更

新
手
続
き
に
つ
い
て
の
通
知
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
。
本
人
通
知
制
度
を
継
続
し
て

ご
利
用
に
な
り
た
い
場
合
は
、
再
度
登
録

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
満
了

日
の
１
か
月
前
か
ら
申
請
を
受
け
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
登
録
及
び
更
新
の
受
付
場
所

　

住
民
課　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

　

中
山
支
所
総
合
窓
口
室

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
１

　

大
山
支
所
総
合
窓
口
室

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

　「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知
制度」は、大山町において住民登録や本籍のある
方が事前に登録することにより、本人の代理人お
よび第三者に住民票の写し等を交付した場合、そ
の交付した事実を登録者本人にお知らせをする制
度です。
　この制度は、周知することで委任状の偽造や不
必要な身元調査等の未然防止及び抑止を目的とし
ています。


